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朝日町議会概要 
《令和６年５月１日現在》 

朝日町議会憲章（平成 30年 3月 14日制定） 

 

山形県朝日町議会 
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■朝日町の概要 

 

１ 自然と風土 

  わが町は、磐梯朝日国立公園の主峰大朝日岳の東部山麓地域に位置している。町の

中心部を最上川が約２１ｋｍにわたって南北に流れ、７６％ほどが国立公園をはじめ

とする山林で占められている。 

  町の面積は１９６．８１ｋ㎡。 

 

２ 歴史と文化 

  わが町に人間が住み始めたのは非常に古く、わが国で最初の旧石器の発見といわれ

る大隅遺跡や小松野遺跡などから、洪積世末期の２万年前と推定されている。 

  奈良時代に入ると、朝日岳などの山岳信仰の隆盛とともに集落が発達。戦国時代、

江戸時代を経て明治２２年の町村制施行により、東五百川村、西五百川村、大谷村が

誕生した。昭和３年に東五百川村が宮宿町となり、昭和２９年１１月１日に宮宿町、

西五百川村、大谷村の１町２カ村が合併し今日の朝日町となった。 

 

３ 人口と集落 

  人口は、昭和３０年の 16,615人をピークに減少が続いており、令和２年には 6,366

人（国勢調査）となり、６５年の間に 10,249人、61.6%と大幅に減少している。 

  最上川、朝日川などの河川沿いに５５の集落が散在しており、１集落の世帯数は 

  ８世帯から１７０世帯であり、効率的な行政サービスの提供や集落機能を果たす上

でさまざまな課題を抱えている。 

                             （単位：人、世帯） 

 
平 22.10.1(国調) 平 27.10.1(国調) 

男 女 計 男 女 計 

人  口 3,861 3,995 7,856 3,504 3,615 7,119 

世帯数 2,311 2,243 

 

 
令 2.10.1(国調) 令和 6.4.1(住民基本台帳) 

男 女 計 男 女 計 

人  口 3,150 3,216 6,366 2,948 2,980 5,928 

世帯数 2,150 2,306 
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４ 産業 

 ◎就業人口(令和 2.10.1国調) 

  ・第１次産業  …  868人(25.5%) 

  ・第２次産業   …  979人(28.7%) 

  ・第３次産業   … 1,563人(45.8%) 

     合計    3,410人 

 

 ◎農業(令和 2.2.1農林業センサス) 

   ・農家戸数    … 771戸 

  ・耕地面積    … 791ha(田 323ha､畑 468ha（うち樹園地 399、普通畑 69ha） 

 

 ◎工業（令和 2.6.1工業統計） 

  ・事業所数   … 11（従業員４人以上） 

  ・従業者数   … 435人 

  ・製造品出荷額 … 59億 7,760万円 

 

 ◎商業（令和 3.6.1経済センサス） 

   ・商店数   … 65店 

  ・従業員数  … 225人 

  ・商品販売額 … 27億 5,100万円 

 

■行政の状況 

１ 町職員数（令和 6年 4月 1日現在、会計年度任用職員・再任用職員除） 

No 事 務 部 局 別 
職員数 

（人） 

1 
町長の事務部

局職員 

一般会計 ７５ 

病院事業会計 ４９ 

水道事業会計 ３ 

  小  計 １２７ 

2 議会の事務部局職員 ２ 

3 選挙管理委員会の事務部局職員 （兼務７） 

4 監査委員の事務部局職員 （兼務２） 

5 教育委員会の事務部局職員 １９ 

6 農業委員会の事務部局職員 ２（兼務２） 

      合  計 １５０ 
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２ 町の行政機構 

 

町 長 ── 副町長 ── 総務課   ──  総務係、財務係 

 

            危機管理対策室   危機管理環境係 

       ─ 政策推進課 ──  総合政策係、広報ブランド係、地域振興係 

       ─ 税務町民課 ──  税務係、住民生活係、出納係 

           ─ 健康福祉課 ──  福祉係、子育て支援係、保健医療係、 

地域包括支援センター、こども家庭センター 

           ─ 農林振興課 ──  農政係、事業係 

           ─ 総合産業課 ──  商工観光係 

           ─ 建設水道課 ──  整備係、上下水道係 

     ─────── 町立病院  ──  診療部 ─── 診療各科、北部診療所 

                   ─  医療技術部 ─ 薬剤室、検査室、放射線室、 

リハビリテーション室、給食室 

                   ─  看護部 ─── 外来、病棟、在宅医療相談室 

                   ─  事務部 ─── 医事庶務係 

     ─ 会計管理者 ── （税務町民課）── （出納係） 

 

教育委員会 ── 教育長 ── 教育文化課 ── 学校教育係、生涯学習係 

─ 町史編さん室 

─ 義務教育学校創設準備室 

                          ─ 小学校、中学校   

                      ─ 中央公民館 

                            ─ 中部公民館､西部公民館､北部公民館 

                      ─ 図書館、体育施設 

             ─ 朝日町教育研究所 

 

議 会 ─── 事務局 ─── 庶務係 

監 査 委 員 ─── 書記  ─── 併任（議会事務局） 

農 業 委 員 会 ─── 事務局 ─── 農地調整係 

選挙管理委員会 ─── 事務局 ─── 併任（総務課総務係） 
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■福祉、教育、医療施設の状況  

 

１ 福祉施設（令和 6.4.1現在） 

 

  ◎保育園  …………    １カ所（町）定員２００人 

        園児数 ………  １２５人 

                 ０歳児… ６人、１歳児…１９人、２歳児…２４人 

              ３歳児…１６人、４歳児…２９人、５歳児…３１人 

        職員数 ………   ５２人（内、臨時職員…２４人） 

 

  ◎養護老人ホーム ……………………  １カ所（広域事務組合）定数１００人 

    ◎特別養護老人ホーム  ………………  ２カ所（社会福祉法人）定数１４０人 

  ◎認知症対応型グループホーム ……  １カ所（民間事業者）定数  １８人 

  ◎デイサービスセンター ……………  ２カ所（社会福祉法人）定数  ４０人 

                       （民間事業者）定数 １０人 

  ◎通所リハビリテーション事業所 … １カ所（町立病院） 

  ◎訪問リハビリテーション事業所 … １カ所（町立病院） 

  ◎訪問看護事業所 …………………… １カ所（町立病院） 

  ◎訪問介護事業所 …………………… １カ所（社会福祉法人） 

  ◎短期入所事業所 …………………… ２カ所（社会福祉法人）定数 １８人 

   

 

２ 教育施設（令和 6.4.1現在） 

 

    ◎小学校 ………         ３校 

      児童数 ……   １８９人（１７学級） 

      職員数 …… 教職員３９人、町職員４人 

 

    ◎中学校 ………         １校 

       生徒数 ……   １１３人（７学級） 

        職員数 …… 教職員２０人、町職員 １人 

 

   

３ 医療施設（令和 6.4.1現在） 

  

   ◎町立病院 ……      １（５０床） 

   ◎一般診療所 …      ２（民間１、北部診療所） 

   ◎歯科診療所 …      ２ 
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■財政の状況 

 

１ 令和６年度 当初予算 

  ○ 一般会計           ５，９７０，０００千円 

  ○ 特別会計 

   ・国民健康保険特別会計      ８５４，７００千円 

   ・介護保険特別会計      １，１０９，３００千円 

   ・後期高齢者医療特別会計     １１１，８１０千円 

  ○ 企業会計 

   ・病院事業会計   収益的収支  ８４７，０００千円 

             資本的支出  １２７，６００千円 

   ・集落排水事業会計 収益的収支   ３３，３００千円 

             資本的支出   １０，８００千円 

   ・水道事業会計   収益的収支  １４８，７００千円 

             資本的支出  ２７８，５００千円 

 

２ 令和６年度 一般会計 当初予算              （単位：千円、％） 

歳入・款別 予算額 構成比 歳出・款別 予算額 構成比 

町税 582,895 9.8 議会費 116,372 1.9 

地方譲与税 60,000 1.0 総務費 1,422,448 23.8 

利子割交付税 200 0.0 民生費 1,157,289 19.4 

配当割交付金 1,500 0.0 衛生費 613,066 10.3 

株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 労動費 5,209 0.1 

法人事業税交付金 6,000 0.1 農林水産業費 234,172 3.9 

地方消費税交付金 145,000 2.4 商工費 381,378 6.4 

環境性能割交付金 6,500 0.1 土木費 519,323 8.7 

地方特例交付金 28,000 0.5 消防費 211,446 3.5 

地方交付税 2,780,000 46.6 教育費 542,131 9.1 

交通安全対策特別交付金 700 0.0 災害復旧費 17,024 0.3 

分担金及び負担金 8,881 0.1 公債費 740,142 12.4 

使用料及び手数料 45,814 0.8 予備費 10,000 0.2 

国庫支出金 424,205 7.1    

県支出金 258,997 4.3    

財産収入 18,413 0.3    

寄付金 142,001 2.4    

繰入金 932,946 15.6    

繰越金 30,000 0.5    

諸収入 52,048 0.9    

町債 444,900 7.5    

歳入合計 5,970,000 100.0 歳出合計 5,970,000 100.0 
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■議会の状況 

 

１ 議会の組織と構成 

 

（１）議会の組織 

 

（２）定数 

   ・朝日町議会議員定数条例で定める定数  …   １２人 

      《 昭和 37年 12月 17日議員提出議案 ／ ２０人 》 

      《 平成 6年  3月 17日議員提出議案 ／ １８人 》 

      《 平成 13年 12月 14日議員提出議案 ／ １６人 》 

      《 平成 16年 12月 15日議員提出議案 ／ １２人 》 

 

（３）任期 

  ・議員の任期 … 令和５年５月１日～令和９年４月３０日 

  ・議長、副議長、常任委員 … ２年 （議長、副議長は申し合せによる） 

 

（４）所属党派別議員数 

   ・公明党 … １人  ・日本共産党 … １人  ・無所属  … １０人 

 

（５）職業別議員数 

   ・農業  … ７人  ・自営業   … １人  ・日本画家 … １人  

  ・柔道整復師 … １人・議会議員  … １人  ・政党役員 … １人   

 

（６）年齢別議員数 

  ・４０歳代 … ２人  ・５０歳代 … ０人  ・６０歳代 … ５人   

  ・７０歳代 … ５人     

   《 平均年齢 64.8歳 》 

 

（７）議会事務局 

  ・設置条例の制定 … 昭和３５年３月１２日 

  ・事務局職員   … ２人（他会計年度任用職員 1人） 

  

議　会

常任委員会

議　長

議会運営委員会

議会事務局

総務文教常任委員会　　　６人

産業厚生常任委員会　　　６人

議会広報常任委員会　　　５人
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２ 議員報酬  

 

（１）報酬（令和 6年 4月 1日） 

    議  長  月額 310,000円    〔参考給料〕 町  長  月額 820,000円 

       副議長  月額 250,000円           副町長  月額 635,000円 

       議  員  月額 235,000円           教育長  月額 575,000円 

 

（２）手当（令和 6年 4月 1日） 

期末手当支給率 

６月の支給分 １６５／１００ 

１２月の支給分 １６５／１００ 

合  計 ３３０／１００ 

期末手当の加算措置 加 算 割 合 ４０％ 

 

（３）費用弁償    旅費規程による 

 

 

３ 本会議（ 令和 5年 1月～12月 ） 

 

（１）定例会、臨時会の開催状況 

 開催回数 会 期 本会議日数 出席率 

定例会 ４回 ３３日 １６日 ９５．８％ 

臨時会 ３回   ３日   ３日 １００．０％ 

計 ７回 ３６日 １９日 ９６．４％ 

  

（２）審議状況 

    議決事項 

 

 ① 町長提出 …  条例２０件、予算２２件、決算７件、その他２０件、 

          専決３件                              計７２件 

 

 ② 議員提出 … 条例等 １件、意見書０件、決議 １件、その他０件 

                              計２件 

 

 ③ 請願、陳情等の処理 …９件 

          （採択０件、一部採択０件、不採択２件、配布のみ７件、 

           取り下げ０件、継続審査０件、その他０件) 

 

（３）一般質問(定例会)  …   延べ ３１ 人 

 

（４）傍聴者  … 年間延べ  ３０ 人 
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（５）議会運営 

 

  ① 質疑 

   ・通告制をとらず、回数は３回までを原則としている。 

 

   ② 一般質問 

   ・定例会において、議長の定めた期限までに通告することとし、一問一答方式で 

    はじめに議長席前の演台で趣旨説明後、議席前列中央の一般質問席から行う。 

    一般質問の順序は受付順となる。（メール等による受付はしない） 

 

  ③ 請願、陳情 

   ・請願については、常任委員会に付託して審議。 

 

  ④ 議案 

   ・議会招集告示と一緒に事前に（議会運営委員会後）タブレット配信。 

 

  ⑤ 会議録 

   ・全文記録。（収録音声から反訳） 

 

  ⑥ 本会議の中継 

   ・定例会本会議、臨時会、予算及び決算審査特別委員会をインターネットにより 

    ライブ中継及び録画放映。 

   ・開発センターのロビーでテレビ中継を行っている。 

 

  ⑦ 議会広報   

   ・定例会ごとに年４回、議会広報常任委員が自ら編集発行している。 

 

  ⑧ 議会意見交換会 

   ・これまで８回実施。平成 29 年度から、議会活動の一環として位置づけて実施。 

    平成 30年度から、「議会報告会」の名称を「議会意見交換会」に替える。 

    （改選年以外の年に実施） 

 

  ⑨ 議会憲章 

   ・平成 30年 3月 14日に、「朝日町議会憲章」を制定。 

   ・定例会の開会に先立ち（インターネット配信あり）議員全員で唱和し、 

    議員としての襟を正し、姿勢や行動の指針を内外に示す。 

 


